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4 ．おわりに
　近年、世界では若者の行動が話題となってい
ます。スウェーデンの活動家グレタ・トゥンベ
リさん（17）は、2019年 9 月にニューヨークで
開かれた国連気候行動サミットに出席し、「温
暖化解決のための具体的な行動を取らないので
あれば、結果と生きていかなくてはいけない私
たちはあなたたちを許さない」と強く訴えまし
た［9］。
　トゥンベリさんが始めた「学校ストライキ」
という手法には賛否両論ありますが、トゥンベ
リさんの主張に世界中の若者たちが賛同し、各
国で温暖化対策を訴える大規模なデモが行われ
ています。

▼イタリア　ミラノでデモのため集まった学生たち

＜出典＞筆者撮影

　若者が「結果と生きていかなくてはいけない」
というのは、環境分野だけではなくまちづくり
においても同様です。そして、今回インタビュ
ーを実施した自治体では、規模こそ違うものの

「子どもが活動することで、同じ世代だけでな
く、他の世代や地域に活動が広がる」と話して
いました。
　国も、子どもを対象とした取組に力を入れ始
めています。2019年 6 月21日に閣議決定された

「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」では、
地域と高等学校の協働についても触れられてい
ます。「地方創生を担う人材・組織の育成」の
具体的取組には、
◎将来の「地元」を担う人材育成の基盤の強化
・地域の産業や文化等への理解を深める「ふる
さと教育」などの地域課題の解決等を通じた探
究的な学びを実現する取組など、高等学校が地
元市町村・企業等と連携する取組を推進する。
という記載があります。

　また、「高等学校等における人材育成」とい
う項目の具体的取組として、高等学校が、市町
村、高等教育機関、産業界等と協働してコンソ
ーシアムを構築するという旨の記載がありま
す。そのほか、文部科学省は新学習指導要領で、
地域と連携しよりよい学校教育を目指すこと
や、社会に参画する力を育む主権者教育につい
て触れています［10］。このような経緯から、今後、
次代を担う子どもたちによる地域課題の解決に
向けた取組が加速することが予想されます。
　それでは、基礎自治体はどのように取り組め
ば良いのでしょうか。インタビュー時に、取組
の中で大切にしている点について確認したとこ
ろ、各自治体の担当者の発言は一致していまし
た。それは、大人の期待に応えてくれそうな子
を選んだり、大人が望む方向に子どもを誘導し
たりするのではなく、あくまでも子どもたち自身
の意見や行動を尊重し、大人は事務手続きや庁
内調整といった支援に徹するということでした。
　本稿が、子どもたちが自ら行うまちづくりを
支援するきっかけとなれば幸いです。

［ 1 ］本稿においては児童福祉法に定める18歳未満とする。

［ 2 ］�調査対象者は各国満13歳から満29歳までの男女のため、本稿に定義
する「子ども」とは対象が異なる。また、図表で用いているデータ
は、四捨五入を行っている場合、合計の数値とその内訳とが一致し
ないことがある（構成比についても同様）。�
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ishiki/h30/pdf-index.html　

（2019年11月25日確認）

［ 3 ］�7 か国比較で見ると、『関心がある』と答えた割合はドイツ（70.6％）
で最も高い。次いで、アメリカ（64.9％）、イギリス（58.9％）、フ
ランス（57.5％）、スウェーデン（57.1％）、韓国（53.9％）、日本（43.5
％）となっている。�
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ishiki/h30/pdf/s2-2.pdf　

（2019年11月25日確認）

［ 4 ］�http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/sinokeikau/machida_
miraidukuri_vision2040.files/jenoguramu.pdf�

（2019年11月25日確認）

［ 5 ］高知市提供資料による。

［ 6 ］�https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/kekaku_torikumi/
furusatonozei/furusatonouzei_GCF.html　（2019年11月25日確認）

［ 7 ］2014年度は 2 校13人。2019年度は 5 校32人で活動開始。

［ 8 ］�鯖江市提供資料によれば、 1 期生 2 期生卒業生19人のうち、12人が
まちづくり活動を展開。うち 1 人は、「一般社団法人ゆるパブリック」
の初代理事長に就任。�
http://yurupub.org/　（2019年11月25日確認）

［ 9 ］�https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/23238.html　�
（2019年11月25日確認）

［10］�小学校は2020年度から、中学校は2021年度から、高等学校は2022年
度から実施。�
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_
detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/14/1413516_001_1.pdf　�

（2019年12月20日確認）
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1 ．はじめに
　みなさんはマイナンバーカードについてどの
くらいご存じでしょうか。仕事で取り扱ってい
る方、詳しいことはわからないと思っている方、
自分で所持している方、など様々だと思います。
　政府は、2019年 6 月 4 日に開催したデジタ
ル・ガバメント閣僚会議において、地方公務員
等に対して本年度中にマイナンバーカードを取
得するよう推進することとしました。また、「プ
レミアム自治体ポイント事業」や「マイナンバ
ーカードの健康保険証利用」等が始まることも
発表され、改めて世間の注目も集まりつつあり
ます。今回は、基礎自治体がマイナンバーカー
ドを活用し、住民サービスの向上や職員の業務
効率化につなげた事例を紹介します。

2 ．マイナンバーカードとは
　マイナンバーカードは、カードの表面に「本
人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別」、
裏面に「マイナンバー（12桁の個人番号）」が
記載されたプラスチック製のカードで、「IC
チップ」が搭載されています。マイナンバーカー
ド 1 枚でマイナンバーの確認と本人確認を行う
ことができ、写真入りの身分証明書としても広
く利用することができます。

3 ．マイナンバーカード活用の仕組み
　マイナンバーカードを自治体の業務に活用す
る場合は、「ICチップ」部分を利用します。
　マイナンバーカードの中の「マイナンバー」
部分は、「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律」により
利用は社会保障・税・災害対策分野の事務手続
きに制限されています。

　一方、ICチップに標準搭載されている「①
電子証明書」等や、それ以外の部分である「②
空き領域」については、図表 1 のように自治体
や民間で活用することが可能とされています。

▼図表 1 　ICチップ部分の活用について

①電子証明書…

・電子的に個人を認証する機能があり、オンライン

で本人確認ができる

・マイナポータルへのログインや確定申告の電子申

請等に使われている

②空き領域…

・自治体が図書館貸出カードや職員証など独自のア

プリを書き込むことでそれらの機能を追加するこ

とができる

・空き領域を自治体が利用する場合は、条例で定め

ることが必要

▼ チップ内部のイメージ図

① ②

筆者作成

4 ．活用事例の紹介
（1）窓口手続きの簡略化
　各種申請書の記載省略にマイナンバーカード
を活用している自治体があります。
　新潟県三条市では、独自アプリにより、窓口
でカードを提示することで、住民票などの申請
書の記載を省略できます。三条市での活用は、

かゆいところに手が届く!

マイナンバーカードの活用事例について
調査部研究員　　大神田　ひとみ（立川市派遣）
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このサービスも含
め、多くが空き領
域にアプリを書き
込む方法を採用し
ており、カード発
行時に希望するア
プリをまとめて書
き込むことでサー
ビスを受けやすく
しています。

また、兵庫県姫路市では、住民課窓口の前に
設置している機器にカードをセットすると、IC
チップに標準搭載されている券面情報（名前や

住所等）を利用して、
転出入や証明書発行の
申請書を自動作成する
ことができます。

どちらのサービスも、
手書きが困難な方の助
けになるだけではなく、
複数の申請を行う際に
同じことを何回も書く
という住民の手間を省
くことができるなど、
住民の利便性の向上に

つながります。また、記入誤りを防ぐことによ
り、受付をする職員の負担軽減にもなり、一石
二鳥の効果があります。
（2）選挙の投票所入場受付
　三条市では、投票所入場受付にも独自アプリ
を利用しており、マイナンバーカードを読み取
ることで投票用紙を交付しています。カードに
は顔写真もついているので、同時に本人確認を
行うこともできます。期日前投票では、宣誓書
がシステムで出力できるため、待ち時間の短縮
につながり、利用した方には好評だったようで
す。
（3）図書館利用
　マイナンバーカードを図書館の貸出カードと
して活用している自治体もあります。ICチッ
プの空き領域に貸出カード機能を書き込み、利

用するという仕組みが一般的です。
　一方、姫路市では、電子証明書の発行番号（シ
リアル番号）と図書館利用者情報を図書館シス
テム内で結びつけることによって本の貸出を行
うという仕組みを採用しています。この方式は、
利用を開始する際にICチップの空き領域への
書き込みがいらないため、図書館で簡単な利用
申請を行うだけで、利用者も職員も手間をかけ
ずにサービスを利用することができます。また、
条例制定も不要で、図書館システムの更新に合
わせて機能を追加したため、導入に係る経費や
職員の負担軽減に寄与できました。

　（ 1 ）〜（ 3 ）以外にも、避難所の入退所受
付や地域通貨、職員の出退勤管理などに活用し
ている自治体もあります。
　姫路市では、図書館と同じ仕組み（電子証明
書の利用）で姫路城無料入城イベント等の実証
実験を行いました。その結果、事前にマイナン
バーカードを用いて電子申請を行い、当日もカ
ードを持参してもらうことにより、申請受付に
かかる業務負担の軽減や当日の本人確認の時間
短縮に活用できることがわかりました。今後は、
この成果を活かし、オンライン手続きポータル
サイトを利用した健康診断の申込み受付業務等
に活用を広げていきたいと考え、検討を進めて
います。

5 ．おわりに
　今回紹介した事例から、マイナンバーカード
の活用は、日常業務のいろいろな場面で、住民
サービスの向上や職員の業務効率化につながる
1 つの手段になりうるということがわかりま
す。
　行政サービスは電子化の方向に進んでおり、
電子申請受付など、自治体業務の中でマイナン
バーカードを活用する場面が増えることが予測
されます。現時点では普及率等の問題もありま
すが、マイナンバーカードについて、知識を深
め、活用事例を知ることで、今後の業務におけ
るヒントにしていただけたら幸いです。

▼証明書発行支援画面

▼申請書等自動作成機

<出典>三条市ＨＰより
https://www.city.sanjo.

niigata.jp/soshiki/somubu/
johokanrika/service/4656.html

（2019年12月20日確認）

<出典＞姫路市提供



　年度末が近くなり、各職場とも、今年度の仕上げに向けて仕事の追い込
みをかけている慌ただしい時期かと思います。また、次年度の円滑な滑り
出しに向けても、様々な準備を進めていらっしゃるのではないでしょうか。

　次年度に向けて、当調査会でも社会情勢を踏まえつつ、事前調査等を行いながら将来の市町村
の課題解決に資する調査研究内容を検討し、前年度中に調査研究テーマを選定しています。こう
して選んだ2020年度の調査研究テーマについては、本誌 6 〜 7 ページに紹介いたしました。
　次年度も、市町村の行政運営の参考となる調査研究結果を目指して調査を進めてまいりますの
で、引き続き市町村の皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
　また、今年度の調査研究に関する報告書は、 3 月末に完成する予定です。当調査会ホームペー
ジにも掲載する予定ですので、業務の参考としてご一読いただけると幸いです。 （T.O）

　今号16〜23ページにも掲載した「かゆいところに手が届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報」の
来年度テーマを募集しています。今回は今年度 2 回目の募集になります。
　当調査会ホームページに掲載中の様式又は 2 月17日付で多摩・島しょ地域各市町村企画担当課に
メールで送付した様式にご記入の上、当調査会あてにお送りください。ご応募をお待ちしています。
●募集期間　2020年 2 月17日（月）〜 3 月17日（火）
●応募方法　 「調査項目・内容、所属市町村名・部課名、氏名」を記入し、Eメール又はファックスで

お送りください（市町村ごとに取りまとめる必要はありません）。
　　　　　　メールアドレス：tama005@tama-100.or.jp　　ファックス：042-384-6057
　　　　　　※送信時のタイトルに「かゆいところに手が届く テーマ要望」と記載してください。
●テーマ選定　応募内容を参考に順次本誌上でお知らせします（応募者氏名等は公表しません）。
※ いくつかのテーマ案をまとめる場合や、時勢等に応じて執筆するため、ご提案に沿えない場合もご

ざいます。

「かゆいところに手が届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報」 
調査テーマの募集
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公益財団法人東京市町村自治調査会 2020 年度事業計画の概要
　 2 月25日開催の理事会で承認された、2020年度の事業計画の概要を紹介します。

［事業計画］
①市町村の行財政等に関する調査研究
　多摩・島しょ地域の広域的・共通的な行政課題などついての調査研究
　（調査研究テーマの詳細は 6 〜 7 ページを参照）
②市町村共同事業の実施及び支援
　「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」、「協賛事業」ほか
③市町村の自治に関する普及啓発
　「ぐるり39」・「ニュース・レター」の発行、フォーラム・シンポジウムの開催ほか
④広域的市民活動への支援（多摩交流センター事業）
　交流の場の提供事業、広域的市民ネットワーク活動支援ほか


